
書式第 12号 (法第28条関係)

事 業 報 告 用

令和 5 年度 事 業 報 告 書

特定非営利活動法人 らいおんは■と

1 事業の成果

コロナ禍も落ち着きを見せ、子ども食堂での活動も少しずつ通常に戻る中で、日常的に孤食状態である子ど

も達が広く集い、食の楽しさを体得、様々な事情で不登校状態に児童生徒の居場所として、学習サポー トや社

会生活体験等個々の存在意義を認知し合う関係性の構築を果たした。フリースクール・学習支援利用者の中学

三年生 4名 が通信制を含む高等学校への進学を決めた。フー ドパントリー登録者は相変わらず増え続けてい

るが、コロナ後日常の復活や価格高騰の影響か配布食料が少なく、パントリー利用回数に制限をつけた。今

後、ご支援いただける食品 。流通企業の増加に向け、より啓発活動に努めたい。行政機関・他団体とのネッ

トワークも充実、情報交換の場も持てよかったと思う。新規事業として特別支援フェアの実施。

2 事業の実施に関する事項

(1)特定非営利活動に係る事業 (事業費の総費用 【14844】 千円)

定款に記載
された
事業名

事業内容 日時 場所
従事者
人数

受益
対象者
範囲

受益
対象者
人数

事業費
(千

円)

子 どもの健全
育成を図る活
動

朝食を食せずにいる子ど
も達への朝食、不登校児
への昼食、孤食環境児童
への夕食提供

毎 日 鹿骨 NP
O拠点
スペ_
ス

平均

2～3名

食事を必

要とする

子ども達

各 日平均
8～ 10名 558

子どもの健全
育成を図る活
動

学校から帰った子 ども達
の放課後の居場所提供

毎 月・火・

水・木 。金曜

日

鹿骨 Pヽ
O拠点
スペー
ス

平均

2～ 3

名

居場所を

必要とす

る子 ども

各自平均
15～20名

636

子どもの健全
育成を図る活
動

学校に行かれない児童生徒
や学習に遅れを感じている
児童生徒への学習支援

毎

水

日

月・火・

・ 木・金曜

鹿骨 NPO
拠点スペ

ース

1～ 2

名

学習支援

を必要と

する者

各日平均
5名程度

502

子どもの健
全育成を図
る活動

高校ブースを設置、学校紹
介や個別相談に対応する高
校進学フェアの開催⇒コロ

ナ感染拡大防止対策導守
(区内全中学生対象)

2023/8/5・
κ 実施

参加者数
延べ 3Ю0

守屋育英

学園

関東第一

高等学校

本館

約
50名

江戸川区
内中学校
に通 う全
生徒及び

準ずる児
童生徒

区内

全 32中
学校生徒

約 150∞

名

2898

子 どもの健
全育成を図
る活動

十分な食生活を維持するこ
とが困難な子育て世帯 (事

前登録者)に対し食材の提
供をおこなう。

週 1-2回適

宜

●区内全

13か

所・市川

市 1か所

10名

～20名

事前登録

済生活困

窮子育て

世帯

約 190

世帯
1986

子 どもの健
全育成を図
る活動

特別支援学校、行政 (障害福
祉課・就労支援センター等)、

就労継続支援 b型、障碍者雇
用に積極的な企業等を一堂に

会し障害を持つ生徒のための

福祉フェアを実施

2024/3/17実

施

参加者数 500

タワーホ

ール船堀

展示室

1.2

約 30名 進学就労

に不安の

ある区内

特別支援

級・校小

中高生

約 2500

名
362

(2)その他の事業 な し



書式第 13号 (法第 28条関係 )

令和 5年度 活動計算書 (そ の他事業が生二場合)

特定非営利活動法人らいおんは一と

事 業 報 告 用

圭位 :円

4,446,000
720,000
90.000

5.250,000

6.067,216
0

6,007,216

4.606.006
4,606.∞ 6受取補助金

4

5

正会員 (CSR会員含む)受 取会費
賛助会員受取会費

受取寄附金
施設等受入評価益

進学支援事業収益
体験活動事業収益

受取利息
預 り金

3.636.730
3.200,000

436,730

28
226,040
168.716

3“,784

19.91に 17●6

1

1

2

2

7.596,000
0
0

18.989

180,560
89,433

502,(XX

41,150
636.108

1,986.037
3.261,395

322,734

0

3.113,000
0

0

1.332,288

消耗品費
車両費(燃料代含む)

通信運搬費
地代家賃
渉外費
設備費
諸会費
源泉所得税
自動車税
保険料
手数料

349,007
526,230
143,531
473,485
69,604

429,704
295,145
157,180
61,000
194,750
23,315

給料手当
役員報酬
退職給付費用
福利厚生費

役員報酬
給料手当
退職給付費用
福利厚生費
法定福利費

会議研修費
旅費交通費
ポランティア活動費
印刷製本費
イベン ト活動費
フー ドパン トリー経費
学習進学支援活動費
特別支援費

当 期 経 常 1 漱  顧 A

過年度損益修正益
岡

災害損失
固

当 期 選 常 タ・ 増  滅  | C :D】  ・・・②

0
0.452 234
7.274.867
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書式第 15号 (法第 28条関係 )

令和 5年度 貸借対照表

事 業 報 告 用

特定非営利活動法人 らいおんは一と

2
1

2

3

現金預金
未収金

6,886,993
87,000

0

車両運搬具
什器備品

ソフトウェア
借地権

2

528,143

敷金
長期貸付金

【A】 資 産 合 計 ①+② 7.502.138

2

未払金
預 り金

長期借入金
退職給付引当金

6,040
221,271

227.311

227.311

9,064,400正
-2,177,407

【B】 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】 +【 B-2】 7.502.:38
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書式第 17号 (法第 28条関係 )

令和 5年度 財産目録

事 業 報 告 用

特定非営利活動法人 らいおんは一と

合  計

4,364,508
396.624

6,886,993

87,000
87,000

現金預金
手元現金
朝 日信用金庫普通預金
朝 日信用金庫普通預金進学フェア実行委員会
みずほ銀行普通預金
ゆうちょ銀行
東京東信用金庫普通預金

棚

2

ス

2

販売用寄附物品
産

未収金
カー ド会社による誤決済

車両運搬具
事業用車両A
事業用車両B

什
]ffl目 1僕髯i』麗委じ_ドバンク)

ソフ トウェア
オペ レーションシステム

文書編集ソフ ト

借地権
OO市事業所

敷金
○○市事業所

長期貸付金
OO銀行

6.973.99

118,490
334,557
75.096

528,143

520.145

【A】 責 産 合 計 ①+② 7.502.138

|- 1

未払金

源泉徴収税
預 り金

6,040

221,271

議 債合計  ・・・③ 227.311
定

長期借入金
OO銀行借入金

退職給付引当金
職員

【:

2

・・ (D

【B-1】 負 債 合 計 ③+④ 227.311

【B-2】 正 味 財 産 合 計 【A】 ― 【B-1】 7.274,867
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書式第 18号 (法第28条関係)

令和 5年度年間役員名簿 (前事業年度において役員であったことがある全員の氏名及び住所又は居所並

びにこれらの者についての前事業年度における颯酬の有無を記載した名簿,

特定非営利活動法人 らいおんは一と

1 確認事項 (法第 20条及び第21条を確認の上、チェックを入れてください。)

□以下の役員には、欠格事由者が含まれません。 (法第 20条関係 )

Z各役員について、親族の規定に違反していません。 (法第21条関係)

2 役員一覧

役 名
どちらかにO

(フ リガナ) 前事業年度内の

就任期間
報酬 を受けた期間

(該当者のみに記入)
氏    名

1 理 事 監 事

オイカワノブユキ 令和 5年 4月 1日

6年 3月 31日

年  月 日

日年  月及川信之

2
⌒

里ヽヨフ・監事
タ ドコロキョウコ 令和 5年 4月 1日

6年 3月 31日

年 月

月

日

日年田所恭子

3

t rl llr'? +/ 令和 5年 4月 1日

6年 3月 31日

年 月

月

日

日年中川雅史

4 〇 監事

タカハシヨシオ 令和 5年 4月 1日

6年 3月 31日

年   月   日

年  月  日高橋祥夫

5

ドバンマサ ト 令和 5年 4月 1日

6年 3月 31日

年 月

月

日

日年土橋正人

6

ヤナギマサユキ 令和 5年 4月 1日

6年 3月 31日

年  月  日

年  月  日柳 正行

7

* I :r.-" r t: e 令和 5年 4月 1日

6年 3月 31日

年

年

月

月

日

日小家将博

8
⌒

健堕升監事
フルヤマサキ 令和 5年 4月 1日

6年 3月 31日

年i   月   日

年   月   日古屋政喜

9 監 事理 事

ミツタ サン 令和 5年 4月 1日

6年 3月 31日

年

年

月   日

月   日満 田

10
タキ ミキ 令和 5年 4月 1日

6年 3月 31日

年  月  日

年  月  日滝 美紀

事 業 報 告 用

′
~́｀

ヽ

に壁ジ・監事

(参 )・ 監事

イ
~ヽ

使里ブ・監事

′
~́｀

ヽ

建聾チ監事

⌒

鰻琶ジ・監事



書式第 18号 (法第28条関係)

事 業 報 告 用

令和 5年度年間役員名簿 J層:篇騰膚ぢ記諦蹴[lξttξ鵬″蠣露翻麗調
所・

盤定主萱劃量塾塗△_二 しヽおん1菫
=と

¬ 確認事項 (法第20条及び第21条を確認の上、チェックを入れてください。)

□以下の役員には、欠格事由者が含まれません。 (法第 20条関係 )

●各役員について、親族の規定に違反していません。 (法第 21条関係)

2 役員一覧

役 名
どちらかにO

(フ リガナ) 前事業年度内の

就任期間
報酬 を受けた期間
(該当者のみに記入)

氏   名

11

⌒

理事業琶ジ
ンパタマサヨシ 令和 5年 4月 1日

6年 3月 31日

年  月  日

年  月  日柴田正美

12 理事・監事

年 月 日

年 月 日

年  月  日

年  月  日



書式第4号 (法第 10条 。第 28条関係)

設立・事業報告用

社 員 名 簿 (社員のうち 10人以上の者の名簿)

特定非営利活動法人 らいおんは一と

氏   名

1 及川 信之

2 田所 恭子

3 中川 雅史

4 高橋 祥夫

5 土橋 正人

6 柳 正行

7 末岡 丈仙

8 小家 将博

9 古屋 政喜

10 柴田 正美

11 白井正三郎

12 大西 洋平




